


＜基本原則＞ 
  農地の貸付先を決定する際には、次の点を踏まえます。 
 ①借受希望者の規模拡大または経営の効率化につながるのか  
 ②既に効率的・安定的な農業経営を行っている者への支障がないのか 
 ③新規就農者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるのか 
 ④地域農業の健全な発展に配慮した公平・適正な調整なのか 
＜優先配慮＞ 
  次の場合は、基本原則を踏まえた上で、優先的に貸付けされます。 
 ①農地の集約化（連担化）につながる場合 
 ②農作業受委託を農地の貸借に切り替える場合 
 ③集落営農組織の構成員が、その集落営農組織に貸付ける場合 
 ④基盤整備事業等の実施地区で換地計画どおりに相手に貸し付ける場合 
  なお、優先配慮以外は、経営している農地との位置関係や希望条件との  
 適合性、地域農業への貢献度などを考慮して順位づけし、借受者を決定し 
 ます。 
 
 


